
 

 

 

木津川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する 

基準を定める条例の改正について 

 

幼児教育・保育の無償化の施行に伴う特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準（平成26年内閣府令第39号）の改正に基づき市の条例改正を行う。 

 

改正内容 

〔内閣府令〕 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準 

               

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等

の運営に関する基準 

※特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準については、新たに定められたもの

であり、内閣府令で定める基準に従うものであるため、市の条例改正は要しない。 

（子ども・子育て支援法第 58 条の 4第 2項に基づく） 

 

〔市で定める基準条例〕 

〇支給認定   教育・保育給付認定に改める。 

（子育てのための施設等利用給付の新設） 

 

〇副食費の免除について（基準条例第 13 条関係） 

 無償化に伴う現行の１号認定子ども及び２号認定子どもの食材料費の取扱いとして、年収

約 360 万円未満相当世帯及び国基準の全所得階層の第３子以降の副食費については、その支

払を免除するとともに、相当額を公定価格において加算措置される。 

 これに伴い、食事の提供に要する費用の徴収に係る基準条例第 13 条第 4 項を、年収約 360

万円未満相当世帯及び国基準の全所得階層の第３子以降の副食費については、保護者から徴

収可能な費目から除外する改正を行う。（裏面別図参照） 
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